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臨床研究のすすめかた〜
臨床研究・イノベーション推進センターご紹介

１センター・分野・部⾨のご紹介
臨床研究・イノベーション推進センター⻑ ⽇野 雅之先⽣
イノベーション創出分野⻑ ⽇下部哲也先⽣
臨床研究分野⻑ 新⾕ 歩先⽣

2 臨床研究のすすめかた ⽴案から申請まで
新⾕ 歩先⽣

（⽔）

本教育プログラムは、治験や臨床研究（臨床試験）に参加される主任研究者（または
責任医師）及び分担研究者（または分担医師）は、年１回以上、受講することが義務
づけられています。

2017年８月１日、医薬品・食品効能評価センターは、臨床研究・
イノベーション推進センターとして新たにスタートしました。
これまでの治験・臨床研究実施の支援に加え、研究立案段階の相

談や倫理審査申請の支援を行い、より早い研究実施を通して、より
早く結果を社会に還元できる支援体制構築を目指します。
今回は、新体制と倫理委員会に申請する前段階の相談支援体制に

ついてご紹介いたします。

第5回 12⽉頃 倫理委員会申請のための⽀援や⼿続きについて
第6回 2⽉頃 臨床研究法について をテーマに開催予定です。


